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新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
措
法
に
基
づ
く
本
部
設
置
と
緊
急
事
態
宣
言
、
「
ロ
ッ
ク
ダ
ウ
ン
」
及
び
新

感
染
症
の
定
義
に
関
す
る
質
問
主
意
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藤

祐

一 

 
 



 

１ 

 

 
 
 

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
措
法
に
基
づ
く
本
部
設
置
と
緊
急
事
態
宣
言
、
「
ロ
ッ
ク
ダ
ウ
ン
」
及
び
新

感
染
症
の
定
義
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

一 

本
部
設
置
に
つ
い
て 

 

１ 

令
和
二
年
三
月
十
四
日
に
施
行
さ
れ
た
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
（
以
下
「
特
措
法
」
と
い
う
。
）

改
正
法
に
言
う
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
」
に
つ
い
て
、
特
措
法
第
十
五
条
に
基
づ
き
「
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

等
政
府
対
策
本
部
」
が
設
置
さ
れ
る
要
件
で
あ
る
、
同
法
附
則
第
一
条
の
二
第
二
項
「
ま
ん
延
の
お
そ
れ
が
高
い
と
認
め

る
と
き
」
は
、
同
年
三
月
十
九
日
及
び
二
十
五
日
現
在
そ
れ
ぞ
れ
で
満
た
さ
れ
て
い
る
の
か
い
な
い
の
か
。
答
弁
時
に
お

い
て
本
部
が
設
置
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
い
つ
満
た
さ
れ
た
の
か
を
併
せ
て
示
さ
れ
た
い
。 

二 

緊
急
事
態
の
発
生
に
つ
い
て 

 

１ 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
関
し
、
特
措
法
第
三
十
二
条
に
定
め
る
「
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
緊
急
事
態
」
が

発
生
し
た
と
認
め
る
要
件
は
、
三
月
十
九
日
及
び
二
十
五
日
現
在
そ
れ
ぞ
れ
で
満
た
さ
れ
て
い
る
の
か
い
な
い
の
か
。
答

弁
時
に
お
い
て
緊
急
事
態
が
発
生
し
た
と
認
め
て
い
た
場
合
は
、
い
つ
満
た
さ
れ
た
の
か
を
併
せ
て
示
さ
れ
た
い
。 

 

２ 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
関
し
、
特
措
法
施
行
令
第
六
条
第
一
項
の
「
政
令
で
定
め
る
要
件
」
は
、
三
月
十
九



 

２ 

 

日
及
び
二
十
五
日
現
在
そ
れ
ぞ
れ
で
満
た
さ
れ
て
い
る
の
か
い
な
い
の
か
。
答
弁
時
に
お
い
て
満
た
さ
れ
て
い
た
場
合

は
、
い
つ
満
た
さ
れ
た
の
か
を
併
せ
て
示
さ
れ
た
い
。 

 

３ 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
関
し
、
特
措
法
施
行
令
第
六
条
第
二
項
の
「
政
令
で
定
め
る
要
件
」
は
、
三
月
十
九

日
及
び
二
十
五
日
現
在
で
満
た
さ
れ
て
い
る
の
か
。
答
弁
時
に
お
い
て
満
た
さ
れ
て
い
た
場
合
、
い
つ
満
た
さ
れ
た
の
か

を
示
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
同
項
第
一
号
と
第
二
号
の
ど
ち
ら
を
満
た
さ
れ
た
の
か
も
併
せ
て
示
さ
れ
た
い
。 

 

４ 

特
措
法
施
行
令
第
六
条
第
二
項
第
一
号
の
「
感
染
し
、
又
は
感
染
し
た
お
そ
れ
が
あ
る
経
路
が
特
定
で
き
な
い
場
合
」

と
は
、
全
国
で
一
例
以
上
発
生
し
た
場
合
を
指
す
の
か
、
そ
う
で
な
い
と
す
れ
ば
、
ど
の
程
度
発
生
し
た
場
合
が
こ
れ
に

該
当
す
る
の
か
。 

 

５ 

同
項
第
二
号
の
「
公
衆
に
ま
ん
延
さ
せ
る
お
そ
れ
が
あ
る
行
動
を
と
っ
て
い
た
場
合
そ
の
他
の
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

等
の
感
染
が
拡
大
し
て
い
る
と
疑
う
に
足
り
る
正
当
な
理
由
の
あ
る
場
合
」
と
は
ど
の
よ
う
な
場
合
か
、
具
体
的
か
つ
定

量
的
に
示
さ
れ
た
い
。 

三 

ロ
ッ
ク
ダ
ウ
ン
の
定
義
に
つ
い
て 

 
 

「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
の
状
況
分
析
・
提
言
」
（
二
〇
二
〇
年
三
月
十
九
日
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染



 

３ 

 

症
対
策
専
門
家
会
議
）
に
よ
れ
ば
、
「
一
定
期
間
の
不
要
不
急
の
外
出
自
粛
や
移
動
の
制
限
（
い
わ
ゆ
る
ロ
ッ
ク
ダ
ウ
ン
に

類
す
る
措
置
）
」
、
「
数
週
間
の
間
、
都
市
を
封
鎖
し
た
り
、
強
制
的
な
外
出
禁
止
の
措
置
や
生
活
必
需
品
以
外
の
店
舗
閉

鎖
な
ど
を
行
う
、
い
わ
ゆ
る
「
ロ
ッ
ク
ダ
ウ
ン
」
と
呼
ば
れ
る
強
硬
な
措
置
」
と
の
記
述
が
あ
る
。 

 
 

「
ロ
ッ
ク
ダ
ウ
ン
」
と
は
何
を
す
る
こ
と
か
。
あ
る
い
は
対
象
と
な
っ
た
場
所
に
居
住
す
る
人
に
と
っ
て
何
が
で
き
な
く

な
る
こ
と
な
の
か
。
自
粛
要
請
に
と
ど
ま
る
の
か
、
と
ど
ま
ら
な
い
の
か
を
含
め
定
義
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

四 

ロ
ッ
ク
ダ
ウ
ン
を
実
施
す
る
こ
と
は
法
的
に
可
能
か 

 

１ 

令
和
二
年
三
月
十
一
日
の
衆
議
院
内
閣
委
員
会
に
お
い
て
、
「
イ
タ
リ
ア
・
ロ
ン
バ
ル
デ
ィ
ア
州
で
行
わ
れ
て
い
る
よ

う
な
強
制
的
な
移
動
制
限
」
は
「
（
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
）
特
措
法
で
緊
急
事
態
宣
言
を
し
た
後
で
も
行
う
こ

と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
い
い
ん
で
し
ょ
う
か
」
と
の
質
問
に
対
し
、
西
村
大
臣
は
「
感
染
症
法
上
三
十
三
条
で
、

一
類
感
染
症
に
つ
い
て
は
交
通
の
制
限
等
が
で
き
る
こ
と
と
な
っ
て
お
り
ま
す
」
「
政
令
を
改
正
し
て
入
れ
れ
ば
、
感
染

症
法
上
の
規
定
で
で
き
る
よ
う
に
は
な
り
ま
す
」
と
答
弁
し
て
い
る
。 

 
 
 

感
染
症
法
第
三
十
三
条
を
適
用
で
き
る
感
染
症
に
対
し
て
は
、
一
で
定
義
さ
れ
た
「
ロ
ッ
ク
ダ
ウ
ン
」
を
同
条
に
基
づ

い
て
実
施
す
る
こ
と
が
可
能
か
。 



 

４ 

 

 
２ 

同
条
は
、
「
七
十
二
時
間
以
内
の
期
間
を
定
め
て
」
と
あ
る
が
、
繰
り
返
し
延
長
し
、
事
実
上
数
週
間
に
わ
た
っ
て
期

間
を
延
長
す
る
こ
と
は
可
能
か
。 

 

３ 

同
条
は
、
「
当
該
感
染
症
の
患
者
が
い
る
場
所
そ
の
他
当
該
感
染
症
の
病
原
体
に
汚
染
さ
れ
、
又
は
汚
染
さ
れ
た
疑
い

が
あ
る
場
所
の
交
通
を
制
限
し
、
又
は
遮
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
「
汚
染
さ
れ
た
疑
い
が
あ
る

場
所
」
の
広
さ
の
制
限
は
あ
る
の
か
。
市
町
村
単
位
、
都
道
府
県
単
位
と
い
っ
た
広
さ
を
対
象
と
す
る
こ
と
が
可
能
か
。 

 

４ 

同
条
の
「
交
通
を
制
限
し
、
又
は
遮
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
は
、
対
象
と
な
っ
た
場
所
に
居
住
す
る
人
に
と
っ
て

何
が
で
き
な
く
な
る
こ
と
な
の
か
。
自
宅
か
ら
外
出
す
る
こ
と
を
制
限
す
る
こ
と
を
含
む
の
か
。
含
ま
れ
る
と
し
た
場

合
、
医
療
機
関
の
受
診
や
生
活
必
需
品
の
買
い
物
な
ど
を
含
め
理
由
を
問
わ
ず
外
出
が
制
限
さ
れ
る
の
か
。 

 

５ 

同
条
に
よ
る
措
置
に
つ
い
て
は
、
感
染
症
法
第
七
十
七
条
第
五
項
に
基
づ
き
、
「
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
」

と
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
ど
の
よ
う
な
手
段
で
「
交
通
を
制
限
し
、
又
は
遮
断
す
る
こ
と
」
に
反
し
た
者
を
取
り
締
ま

る
の
か
。 

 

６ 

同
条
に
よ
る
措
置
は
、
特
措
法
上
の
「
緊
急
事
態
宣
言
」
を
す
る
こ
と
な
く
可
能
か
。 

五 

新
感
染
症
と
の
関
係 



 

５ 

 

 
 

「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
」
に
つ
い
て
、
感
染
症
法
第
六
条
第
九
項
に
規
定
す
る
新
感
染
症
の
定
義
と
の
関
係
に

お
い
て
、
以
下
に
答
え
ら
れ
た
い
。 

 

１ 

「
既
に
知
ら
れ
て
い
る
感
染
性
の
疾
病
と
そ
の
病
状
又
は
治
療
の
結
果
が
明
ら
か
に
異
な
る
」
か
。 

 

２ 

「
既
に
知
ら
れ
て
い
る
感
染
性
の
疾
病
」
と
は
、
例
え
ば
、
同
条
第
三
項
の
「
重
症
急
性
呼
吸
器
症
候
群
（
病
原
体
が

ベ
ー
タ
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
属
Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｓ
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
」
や
「
中
東
呼
吸
器
症
候
群
（
病
原

体
が
ベ
ー
タ
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
属
Ｍ
Ｅ
Ｒ
Ｓ
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
指
す
の
で
あ
っ
て
、
「
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
」
や
「
ベ
ー
タ
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
」
と
い
っ
た
病
原
菌
あ
る
い
は
病
原
菌
の
種
類
を
指
す
の
で
は
な
い
と

考
え
て
よ
い
か
。 

 

３ 

「
既
に
知
ら
れ
て
い
る
感
染
性
の
疾
病
と
そ
の
病
状
又
は
治
療
の
結
果
が
明
ら
か
に
異
な
る
」
と
は
、
「
疾
病
の
原
因

と
な
っ
て
い
る
ウ
イ
ル
ス
が
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
」
を
含
み
う
る
の
か
。
含
み
う
る
と
す
れ
ば
、
「
既
に
知
ら
れ
て
い
る

感
染
性
の
疾
病
と
そ
の
病
状
又
は
治
療
の
結
果
が
明
ら
か
に
異
な
る
」
の
文
言
と
の
関
係
を
精
緻
に
説
明
さ
れ
た
い
。 

 

４ 

「
当
該
疾
病
に
か
か
っ
た
場
合
の
病
状
の
程
度
が
重
篤
」
か
。 

 

５ 

「
当
該
疾
病
の
ま
ん
延
に
よ
り
国
民
の
生
命
及
び
健
康
に
重
大
な
影
響
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
」
か
。 



 

６ 

 

 
右
質
問
す
る
。 


